
令和７年度　おたふくかぜワクチン予防接種のお知らせ 

　 

◆おたふくかぜとは 

おたふくかぜ（流行性耳下腺炎、ムンプス）の主な症状は、発熱と唾液腺（主に耳下腺）のは

れ・痛みです。合併症としては、無菌性髄膜炎が最も多く、頻度は少ないですが脳炎、膵炎、精

巣炎、卵巣炎、及び感音性難聴等があります。 

おたふくかぜ予防接種は、現在「任意接種」として行われ、接種を受ける者の保護者と接種医

との相談によって判断し行われる仕組みになっています。保護者の方は、予防接種の効果と副反

応について十分に理解したうえで接種をするようにお願いします。 

 

◆助成の対象者 

□ 市内在住の１歳から令和２年４月１日生まれまでの年齢の方 

□ おたふくかぜにかかったことがない方 

□ 今までに石岡市のおたふくかぜ予防接種の助成を受けたことがない方 

□ 令和７年４月から令和８年３月に接種する方 

 

◆助成額　おたふくかぜワクチン：5,000円　1回 

＊生活保護世帯の方は、接種前に予防接種免除申請をすることで自己負担額が免除になります。 

 

◆接種方法 

（１）石岡市医師会指定医療機関に予約をします。 

（２）接種時にかかった実費から 5,000円を差し引いた金額を医療機関にお支払いください。 

　＊接種の際には「母子健康手帳」「石岡市おたふくかぜ予防接種予診票」をお持ちください。 

　＊紛失等で予診票がない場合は保健センター窓口で再発行いたします。お問い合わせください。 

 

◆償還払いについて 

石岡市指定医療機関以外で接種する場合は、接種費用を医療機関で全額お支払いしていた

だくことになります。後日保健センターに申請していただき、費用の全部、または一部を市が

助成します。償還払い申請は年度内（４月から翌年３月末まで）となっています。接種を受け

た年度内に申請をしてください。 

　 

 

◆問合せ先 

石岡保健センター　0299（24）1386 

八郷保健センター　0299（43）6655 

受付時間：月～金（祝日・年末年始を除く）8:30～17:15 

　償還払いの申請の際に必要なもの 

　　（１）母子健康手帳 

　　（２）領収書（予防接種の名称が明記されているもの） 

　　（３）保護者の口座番号等の分かるものの写し 



【おたふくかぜ予防接種　指定医療機関】 

 
＊医療機関に予約の上、母子健康手帳と石岡市の予診票を持参してください｡ 

 

 医　療　機　関　名 所　在　地 電　話　番　号

 石　岡　市

 石岡第一病院 東府中1-7 0299-27-6161

 石岡ひかりクリニック 東大橋1898-5 0299-26-8055

 岡﨑内科医院 府中1-3-21 0299-22-2014

 柏木医院 石岡2158-3 0299-22-2874

 グリーンクリニック 柿岡1547-7 0299-36-4120

 ごとう内科 石岡1-14-1 0299-36-0510

 山王台病院 東石岡4-1-38 0299-26-3130

 芹澤医院 石岡3165-17 0299-22-2035

 府中クリニック 府中5-11-1 0299-22-2146

 吉田小児科医院 旭台2-3-3 0299-28-0050

 かすみがうら市

 太田医院 下稲吉1598-1 0299-59-2026

 志士庫クリニック 宍倉3622-4 029-897-1006

 白井こどもクリニック 稲吉2-14-11 029-831-3803

 高木医院 稲吉東1-15-1 029-832-2020

 小 美 玉 市

 やまぐち医院 栗又四ケ1747-10 0299-37-1055


